
令和３年度
介護保険事業所集団指導

(介護サービス情報の公表制度について)

令和３年10月

宮崎県長寿介護課

介護サービス情報公表制度とは

• 介護保険法では、利用者やその家族が介護サービスや事業所・施設を
比較・検討して適切に選ぶための情報を提供することを目的として、
介護サービス事業者に対し、介護サービス情報の公表を義務付けてい
ます。

• インターネット(介護サービス情報公表システム)を経由して、国が設
置しているサーバー上で、各事業者が報告システムに情報の入力（＝
報告）を行い、県のとりまとめ（＝受理）を経て、ホームページに公
開（＝公表）されます。
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１ 公表対象事業者

（１）既存事業者

毎年度策定する公表計画の基準日（毎年１月１日）前の１年間において、介護報酬の支払いを受けた金
額が100万円を超える事業者

（２）新規事業者

新たに介護サービスを開始しようとする事業者

（３）その他希望する事業所

指定済介護保険事業者の内（１）及び（２）の対象となっていない事業者

※令和３年度より「有料老人ホーム」の検索や詳細な情報の確認が容易となるよう、

生活関連情報に「有料老人ホーム」に関する情報を掲載・検索できる機能が追加された。

２ 介護サービス情報の内容

（１）基本情報（既存事業者＋新規事業者）

介護サービス事業所の名称、所在地、連絡先、従業者の数、

施設・設備の状況及び利用料金などに関する情報

（２）運営情報（既存事業者）

介護サービス事業所のサービス提供の仕組み、従業者の教育・

研修の内容及び運営などに関する情報

（３）事業所の特色

従業者やサービスなどに加え、写真及び動画の掲載など事業

所のＰＲ（※報告は任意）
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３ 報告の方法

公表計画に基づき、公表対象事業者に直接通知します。

例年：９月～１２月の間

新規事業者に対しては、指定通知書とともに、案内を送付します。

通知・案内に沿って、指定された期日までに報告してください。

４ 調査の実施

次に該当する場合には、介護サービス情報の調査を実施します。

（１）報告内容に虚偽が疑われる場合

（２）公表内容について、利用者等から通報があった場合
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介護サービス情報公表システムの仕組み
【趣旨】
○利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が公表する。
【ポイント】
○介護サービス事業所は年一回直近の介護サービス情報を都道府県に報告する。
○都道府県は事業所から報告された内容についてインターネットで公表を行う。また、都道府県は報告内容に対する調査が必要と
認める場合、事業所に対して訪問調査を行うことができる。（都道府県は調査にかかる指針を定める）

介護サービス情報の
公表システムデータのオープンデータ化

官民データ活用推進基本法（平成28 年法律第103 号）において、国及び
地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられた。オー
プンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題
の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されている。

↓

法の趣旨を踏まえ、介護サービス情報公表システムに収載している介護
サービス事業所情報のオープンデータ（csv 形式）を厚生労働省ホーム
ページで公表することとし、都道府県等に留意いただきたいことを記載
したものである。
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処分・行政指導に関する情報の公表

処分については、介護保険法（平成９年法律第123 号。以下「法」という。）
第76 条の２第４項及び第78 条において公示することとされており、また、行
政指導のうち勧告については、法第76 条の２第２項において当該勧告に従わな
かった場合に公表することができるとされている。

これらの情報については、利用者等による介護サービス事業所の選択に資する
ため、広く情報発信していくことが必要であるところ、効率的・効果的に公表
を行う観点から、介護サービス情報公表システムを活用できるよう、システム
上でこれらの情報を公表するための機能を実装しているところである

災害時情報共有システム報告情報について

対象サービス（介護予防サービスを含む）

① 老人短期入所施設 ② 特別養護老人ホーム

③ 認知症高齢者グループホーム

④ 介護老人保健施設 ⑤ 介護医療院

⑥ 小規模多機能型居宅介護事業所

⑦ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

⑧ 介護療養型医療施設 ⑨ 短期入所療養介護

⑩ 通所リハビリテーション ⑪ 通所介護

⑫ 認知症対応型通所介護

⑬ 養護老人ホーム

⑭ 軽費老人ホーム

⑮ 生活支援ハウス

⑯ 有料老人ホーム

⑰ サービス付き高齢者向け住宅

災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速
かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに災害時情報共有機能が追加されました。

①～⑫に該当するサービス
従来通りのIDとパスワードでログ
インできる。

⑬～⑰に該当するサービス
新にIDとパスワードが付与され
る。

災害時情報共有システム報告情報には
次の情報を必ず登録してください。

・事業所住所
・担当者氏名
・電話番号
・メールアドレス
・緊急連絡先担当者
・緊急連絡先電話番号
・緊急連絡先メールアドレス
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災害発生時における被災状況の報告方法

災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。

① 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害情報共有システムに介護施設等
の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。

② 県より、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。
（メール又はホームページ等で周知予定）
有料老人ホームにおいては、被災確認対象事業所番号等の付与の前に情報公表システムへの事前登録が
必要です。登録作業は県ですべて行いますが、各有料老人ホームにおいて、規定様式の重要事項説明書

（情報公表システム取込）を提出いただく必要があります。

③ 被害が発生した場合は、システムにおいて被害状況を報告してください。報告には、システム上、必須項
目を全て選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発
災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。
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